
林業公社に係る地方財政措置について

１. 地方財政措置の内容

林業公社の整備する森林を含め、民有林のなかには、その自然条件や社会条件によっ

て公益的機能の継続的な高度発揮が求められるものがあることに着目し、そうした森林

を維持・管理する方向に施業転換を図る取組を都道府県が実施する場合、及び林業公社

がその取組を実施する場合に、平成１８年度より下記の通り財政支援を講じている。

（１）普通交付税

最近の森林施業を取り巻く状況として、公社の造林であると否とに関わらず、

森林の公益的機能の維持増進が求められていることから、都道府県の取組とし

て、民有林（人工林）の伐期延長や複層林化による天然林化を促進し、管理コス

トを抑制するとともに森林の公益的機能を維持増進するものを支援することと

し、普通交付税措置。

→ 林野行政費（県分）単位費用（測定単位：公有以外の林野の面積）

（２）特別交付税

（１）の取組において、林業公社による造林事業は大きな役割を占めていると

考えられることから、そうした取組を行う林業公社のうち一定の要件（森林の公

益的機能の維持増進のため、公社造林のうち長伐期化や複層林化を行う割合が一

定量以上となること等）を満たすものに対し、都道府県が利子補給及び無利子貸

付を行う場合に、利子補給額及び無利子貸付に係る利子負担分のうち、長伐期化

や複層林化を行う部分について特別交付税措置。

→ 特別交付税（県分）２０％措置（上限：２億円）

２. 林業公社に対する措置のイメージ

① 利子補給

＜都道府県＞ ＜林業公社＞ ＜金融機関＞

借 入

元 本 元 本

返 済

特交措置 利子相当額 利 子
利子補給 返 済

損失補償



② 無利子貸付に係る利子負担分

＜都道府県＞ ＜林業公社＞

貸 付

元 本 元 本

返 済

特交措置 利子相当額

３. 地方財政措置の要件

（１）以下の①②③を満たす団体に対し、特別交付税措置。

① 対象となる森林について伐期延長、複層林化等を行う面積の公社造林面積に

占める割合が７５％以上となるもの又はその割合を２０％以上増加させるもの

② 地方団体が、今後５年間に集中的に公社造林の経営安定化及び施業転換を推

進するための必要な措置に取り組む計画を策定すること

③ ②の計画に基づき、林業公社が具体的な経営安定化計画を策定すること

（２）対象となる森林の考え方

市町村森林整備計画において 水源のかん養機能又は土地に関する災害の防止機能

定められた森林 の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

公益的機能の別に応じて伐期の間隔の拡大、伐採面積

公益的機能別施業森林 の縮小その他の当該森林の公益的機能の維持増進を特

に図る施業を推進すべき森林

急傾斜地に位置し、山地災害防止機能の
複層林化を推進すべき森林

高度発揮が特に求められている森林

渓流、河川沿い等に位置し、水源かん養

長伐期化を推進すべき森林 機能の高度発揮が特に求められている

森林
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